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総　説

ウェストファリア条約後のスイスと帝国との関係

栁澤　伸一

︿要　旨﹀
　通説は、スイスが、帝国から1499年のシュヴァーベン戦争に勝利して事実上独立し、1648年のウェストファリア
条約で諸邦に主権が認められて法的にも独立した、とする。しかし、同条約後のスイスと帝国との関係について、
近年、二人の研究者が、通説に批判的な立場から注目すべき著書を刊行した。その一人、T.マイセンは、同条約後、
主権概念やそれに関連する共和国概念がスイス一斉ではなく、西部・強大・都市・都市貴族制・宗教改革派の邦・
属邦から東部・弱小・農村・ランツゲマインデ制・カトリック派のそれに向かって漸進的に、一世紀をかけて浸透
したことを明らかにした。彼は、この漸進主義の根拠として、邦・属邦と帝国との私的、公的関係がなお随所に存
在していたことを挙げる。もう一人のB.マルクヴァルトは、考察対象をスイスの中・東部に限定した上で、フラン
ス革命に始まる全ヨーロッパ的な変革まで、主権の表明が属邦と共同支配地では全くなされず、邦でも近代的な意
味では明確になされなかった、と主張した。彼は、マイセンと違って、近代的主権への転換がフランス革命を待っ
て一斉かつ急激に進行した、と捉えるが、マイセンと同様、同革命まで主権表明を回避する強固な保守主義の根拠
として、当該地域で帝国との関係、帝国への帰属意識が頑強に根づいていたことを挙げている。
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１．はじめに

　通説によれば、スイス誓約同盟（以下、スイスと略
記）は、1499年のシュヴァーベン戦争に勝利すること
で神聖ローマ帝国（以下、帝国と略記）から事実上独
立し、1648年のウェストファリア条約で加盟諸邦の「完
全な自由と帝国からの免除」＝主権が認められたこと
で、法的にも独立した。
　19世紀の末に確立したこの通説に対しては、たしか
に、異論が唱えられてこなかったわけではない。この
点について、筆者はすでにいくつかの論稿で論じたこ
とがあるので１）、ここでは詳細に立ち入らないが、主
要な異論には次のようなものがある。シュヴァーベン
戦争期に関して、H.ジクリストが、1947・49年の論文
で、スイスは帝国から独立する意思など持たず、帝国
の一員との意識を持ちつづけた、と主張し２）、B.ブラ
ウンが、1997年の著書で、スイスの諸邦は、もはや帝
国の諸機関・制度に関与しようとはしなかったものの、

支配の正当性の根拠を国王・皇帝から与えられた特権
に置き、16世紀後半まで特権の確認を国王・皇帝に求
めつづけた、と主張した３）。また、ウェストファリア
条約期に関しては、K.モムゼンが、同条約で認められ
た「帝国からの免除」とは、事実上、帝国からの離脱
を意味するにしても、法的には、あくまでも帝国国制
の枠組みを前提にした、主権とは異なる概念であるこ
と、当時スイスで唯一の大学であったバーゼル大学で
の論調を見るかぎり、主権概念の受容はようやく17世
紀末になって、慎重に始まった、と主張した４）。この
モムゼンの理解は、M.ヨリオやC.ジーバー・レーマン
の1999年の論文においても５）、また、明石欽司がウェ
ストファリア条約の全条項を入念に読み込み、また、
ヨリオ等の研究を参照して著した2008年の論文と2009
年の著書においても６）、支持されている。
　しかし、このような異論にもかかわらず、現在も、
通説が唱えつづけられている。その一端を示せば、ウェ
ストファリア講和350周年の1998年にスイスで記念の
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冊子が出版されたが、その序言で、この事業の後援委
員会の幹部を務める４人の元連邦内閣閣僚が次のよう
に述べている。「ウェストファリア講和当時の誓約同
盟諸邦は、シュヴァーベン戦争（1499）以後すでに存
在していた事実上の独立を国際法的に拘束力のある
協定に移行させることで、ドイツ帝国から解放され
た」 ７）、と。V.ラインハルトも、近年相次いで出版し
たスイス通史の中で、異論へ一定の考慮を払いながら
も、スイスが、シュヴァーベン戦争の結果、帝国の周
縁的、独自的な政治構成体となり、ウェストファリア
講和の結果、独立の国家になった８）、と述べている。
　日本でも、瀬原義生が、2009年の『スイス独立史研
究』の中で、スイスが帝国の一員との意識を持ちつづ
けたとするジクリストの主張に、「スイスは、政治的
力関係の流動性を考えて、両国（スイスと帝国―筆者
注）の関係を明確に規定することを欲しなかっただけ
で、実際上は、完全な自立化の段階に到達したと確信
した」、と反論を加え、「シュヴァーベン戦争を通じて、
スイス誓約同盟はその成熟期、確固とした自立的存在
に達した」 ９）、と結論している。森田安一も、瀬原の
前掲書への書評の中で、同様に論じている。すなわち、
筆者（栁澤）が、かつて、ジグリスト、とりわけブラ
ウンの研究を参考に、スイスが帝国の諸機関・制度に
関与しようとはしなかったものの、国王・皇帝に特権
の確認を求めつづけたことを根拠として、スイスは「帝

国から事実上独立した、とは言い切れない」、とした
ことを批判して、「誓約同盟は、まさにいいとこ取り（国
王・皇帝による特権の確認―筆者注）をして、自分た
ちに不利・不都合なこと（帝国の諸機関・制度への関
与―筆者注）は無視していくのであり、それができた
と言うことは『事実上の独立』といって間違いないで
あろう。」 10）、と述べるのである。
　このように、通説への支持には依然として根強いも
のがあるが、ここでは、近年出版された二つの著書が、
ウェストファリア条約後のスイスと帝国の関係につい
て、新たな知見を加え、通説の再検討を迫る業績であ
ることを明らかにしていきたい。二つの著書とは、T.マ
イセン『共和国の誕生―初期近代の誓約同盟における
国家理解と表象』（2006） 11）とB.マルクヴァルト『旧
誓約同盟と神聖ローマ帝国（1350-1798）―旧ヨーロッ
パのアルプス周縁における国家形成と主権、特殊状況』
（2007） 12）で、いずれも、個別研究の成果を踏まえた
大著である。

　なお、あらかじめ、スイスの構成について、図１に
そって一言しておく。邦（Ort）とは、誓約同盟の中
核をなす６つの農村邦＝渓谷共同体（ウーリ、シュ
ヴィーツ、ウンターヴァルデン、ツーク、アペンツェル、
グラールス）と７つの都市邦＝都市共同体（ルツェル
ン、チューリヒ、ベルン、フリブール、ソロトゥルン、
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図１　13放同盟時代のスイス
（出所）森田安一『スイス―歴史から現代へ』（刀水書房、1980）、87頁
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バーゼル、シャフハウゼン）のことで、これらの邦は、
相互に複合的な同盟によって結び合わされていた。そ
して、いくつかの邦が共同で統治する領域を、共同支
配地という。また、属邦（zugewandte Ort。これを、
図１にあるように、森田は「従属邦」と訳しているが、
associate memberあるいはallyという英訳を参考に、
「属」に「やから、つらなる」の意があるのを踏まえ
て、本稿では「属邦」と訳す。明石の前掲書も、「属邦」
と訳している。）とは、全邦ないし一部の邦と永続的
な同盟を結んでいる地域勢力のことである。各属邦と
諸邦との結びつき方は、同盟の内容、同盟締結時の情
勢、その地域の戦略的重要性、宗派などに規定されて
多様であった。なお、グラウビュンデンとヴァリスは、
領邦君主（クール司教あるいはシヨン司教）の支配か
ら自立化した諸共同体の連合であり、一応属邦に位置
づけうるが、他の属邦に比べて、邦との関係がゆるや
かで、同権的であった。

２．T.マイセンの所説

　マイセンは、帝国から事実上独立していたスイスが、
ウェストファリア条約で主権を認められて法的にも独
立した、という通説を支持しない。というのは、同条
約でスイス諸邦の「帝国からの免除」が認められたこ
とは、たしかに、主権という近代的理論がスイスで広
く受け入れられる誘因になったとしても、その理論が
スイスに浸透する過程は漸進的であり、多くの邦が主
権を持つ共和国であるとの自己理解を持つようになる
までには、なお一世紀を要したからである。
　マイセンは、スイスの各邦あるいは各属邦が伝統的
な国家観―皇帝から確認された特権に基づく帝国都市
あるいは帝国ラントシャフトであるとの自己理解―か
ら近代的な国家観―自己の国家性を剣の実力で根拠づ
ける共和国Republic（主権を持つ、多頭制的な国家）
であるとの自己理解―へ移行していく過程を検証す
る。そのさい、ボーダンの『国家論』（1576）に発す
る主権（絶対的、恒久的、立法的権力）という概念や
共和国という称号、帝国の表象（たとえば、双頭の鷲）

表１　主権概念、共和国呼称・表象の使用開始時期
1600年 　　　　　　　　　　　50　　　　　　　　　　　　1700 　　　　　　　　　　　50

邦・属邦名
ジュネーブ □　　　　　△　　　◆
ヴァリス 　　△　　 ◆ □
ヌシャテル 　　　　　 △
ベルン 　　　　　　　　　　△ 　　　　　　　○ 　　　□
フリブール ◆　 △
ソロトゥルン 　　　□　　　　△　◆
バーゼル ◆　　△　　　　 　○
チューリヒ 　　 ◆□　　　　　 ○
シャフハウゼン 　　　△
ザンクト・ガレン市
グラウビュンデン △　○
ツーク △

ルツェルン
　　　　　　　　　　○
　　　　　　　　　　◆

　　　　　　　△

ウーリ 　　　　　　 ◆
シュヴィーツ 　　○　　◆
ウンターヴァルデン
グラールス 　　　　　　　○◆

アペンツェル・アウサーローデン 　　　　　　 ○◆

アペンツェル・インナーローデン

ザンクト・ガレン
修道院領
バーゼル司教領 　　　　　　 △
記号の説明：△…主権概念　　　　　　　　□…公文書における共和国呼称
　　　　　　○…共和国表象（女神像）　　 ◆…鋳貨・印章の縁文字における共和国呼称
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に代わる共和国の表象（たとえば、女神像）が各邦・
属邦の公文書や鋳貨、公印、公共建築等でいつから使
用されるようになったのかを、標識として使用する。
なお、当時、共和国という言葉で理解されていたのは
邦・属邦の統治機関のことである。それは、主権者と
して、対外的に国際法上の主体として行動する一方で、
対内的には、それまで統治に参与してきた機関・市民
や競合する裁判権を行使してきた大学・教会、自治を
認められてれきた都市等を、臣民へ格下げしたのであ
る。
　各邦・属邦が伝統的な国家観から近代的なそれへ移
行したことを示す諸現象の出現時期は、マイセンの叙
述13）を筆者が整理すると、表１のようになる。近代
的な国家観を最も早く受容したのは、それが由来する
フランスに近い西部・フランス語圏の属邦、ジュネー
ヴ、ヴァリス、ヌシャテルである。それに続くのが西
部のベルンとバーゼル、中部のチューリヒであり、こ
れらは、強大で、都市貴族が優勢な、宗教改革派の都
市邦である。さらに、西部のソロトゥルンとフリブー
ル、中部のルツェルンが続くが、これらは、中小の、
カトリック派の都市邦である。これに対して、農村邦
（中部のウーリとツーク、シュヴィーツ、ウンターヴァ
ルデン、東部のアペンツェルとグラールス）はその受
容が全般的に遅れ、特に東部で大幅に遅れる。また、
属邦でありながら、帝国諸侯の地位も保持したバーゼ
ル司教領とザンクト・ガレン修道院領も極めて遅い。
　マイセンは、上述した伝統的な国家観から近代的な
それへの移行過程を、次のように総括している。「こ
の過程は、西方から東方へ、フランス語圏からドイツ
語圏へ進行し、弱小な邦より強大な邦で早期に、農村
邦より都市邦で急速に、ツンフト制より都市貴族制の
ところで急速に、最後に（農村邦の民主制的な―筆者
注）ランツゲマインデ制のところで、・・・まず宗教
改革派の邦で、遅れてカトリック派の邦で進行した。」、
「（邦における主権概念の受容の傾斜は、）強大で、西
部の、都市貴族制的、宗教改革的ベルンから弱小で、
東部の、帝国とザンクト・ガレン修道院長を指向する
カトリックのアペンツェル・インナーローデンのラン
ツゲマインデへ（走る。）」、 14）と。
　マイセンは、スイスにおける近代的な国家観の受容、
言い換えれば、帝国の政治的・法的理念や表象の消滅
が漸進的で、地域によっては18世紀半ばごろまでかか
る、とした上で、このような帝国の理念・表象への執
着、保守主義の理由として、次のことを挙げる。
　まず、帝国との私的関係に係わることである15）。帝

国の西南部と緊密な経済関係を有する都市、たとえ
ば、シャフハウゼン市とバーゼル市あるいはその市民
にとって、帝国内の土地を購入するときには、帝国法
に基づいて、帝国の表象（双頭の鷲）を施した印章を
使用して契約することが求められた。また、帝国内で
商業に携わるときにも、帝国の表象（双頭の鷲や皇帝
の肖像）を施した貨幣を使用するのが好都合であった。
さらに、都市邦の支配層には貴族称号に執着する者が
少なくなく、彼らは、その授与権者、皇帝への指向を
止めることがなかった。たとえば、ウェストファリア
条約スイス条項の成立に尽力したバーゼル市長、ヴェ
トシュタインが皇帝から貴族の称号を授与されたこと
はよく知られている。また、ソロトゥルンの有力門閥
が17世紀末に帝国のフライヘルへの昇格を追求した
し、そうすることで、フリブールやルツェルン、ベル
ン、チューリヒの支配層も引けを取りはしなかったの
である。
　つぎに、帝国との公的関係に係わることである。第
一に、帝国直属者に対する帝国の保護機能である。強
大な隣人の攻勢に晒されて、守勢を余儀なくされた帝
国直属者にとって、18世紀においても帝国が最後の保
塁であり、帝国の表象、双頭の鷲を掲げることが抵抗
のシンボルとなった。それは、たとえば、保護者、チュー
リヒによる臣民化の圧力に晒された帝国都市、シュタ
イン・アム・ラインやバーデンにとってそうであった。
また、いち早く近代的な国家観を受容しながらも、サ
ヴォイやフランスによる併合に脅かされた属邦、ジュ
ネーヴにとっても、さらに、第二次フィルメルゲン戦
争に敗れ、宗教改革派諸邦に対して守勢に立たされた
カトリック派の諸邦、ウンターヴァルデン、シュヴィー
ツ、アペンツェル・インナーローデン等にとってもそ
うであった16）。
　第二に、諸邦の自由と支配権が帝国の秩序に埋め込
まれていたこと、特に、支配権の中心的機能と見なさ
れた流血裁判権が皇帝に由来したことである。流血裁
判の主宰者は、その権限が皇帝に由来することを誇示
して、皇帝の剣を携え、帝国フォークトあるいはラン
ダマンLandammannと自称した。帝国フォークとい
う名称は、グラールスやザンクト・ガレン、シャフハ
ウゼンで18世紀まで、アペンツェルでは19世紀に入っ
ても使われ、ランダマンは、ランツゲマインデ制を採
る農村邦の多くで19世紀に入っても使われた。また、
ベルンとルツェルンでは、刑法は法行為の源泉である
皇帝の法に従うとの定式が1730年まで生きていた。そ
して、裁判権が由来する皇帝が、中世と同様、人類の
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救済史と関連させて理解されていたことにも留意しな
ければならない。そのことの典型的な証は、刑法＝皇
帝の法への宣誓に関して1739年ごろシュヴィーツで作
成された一つの文書である。そこでは、皇帝の法への
偽証に対する罰として、魂の救済の喪失、最後の審判
における永遠の断罪が挙げられていたのである。すな
わち、皇帝は、単に、この世の権力者であるばかりで
なく、この世の終末に備えて人々を指導する教会に奉
仕する者、教皇と並んでこの世と天の国とを仲介する
者、と理解されていたのであり、かかる皇帝の法へ偽
証することは、宗教的に糾弾されてしかるべき罪に他
ならなかったのである17）。
　『共和国の誕生』の要旨は、以上の通りであるが、
マイセンは、その後の論文でも18）、スイスの帝国から
の独立を、漸進的な、15世紀後半から18世紀に至る長
期の過程として論じている。ここでその詳細に立ち入
ることはしないが、概略だけ述べるなら、15世紀後半
から1550年ごろまでの第一期は、スイスが帝国の中で
独自な民族（natio helvetica）として形成される時期、
1550年ごろから1650年ごろまでの第二期は、スイスと
帝国の法的関係がアンビヴァレントな時期である。そ
して、われわれが注目している1650年ごろから1750年
ごろまでの第三期は、国際法の下にあって、スイスと
その諸邦の主権がゆっくりと確立していく（その反面
に、帝国の表象が公的空間から徐々に消失していく）
時期である。最後の第四期は、スイスが、フランス及
びドイツとの対決の中で、二言語・二宗派の、文化的
に独自な国民（helvetische Kulturnation）として形
成される時期である。また、マイセンは、最近のス
イス通史の中でも、「諸国家世界への参入 ― 17世紀」
の項で、同じ趣旨を繰り返している19）。

３．B.マルクヴァルトの所説

　マルクヴァルトは、前掲書で、14世紀半ばから18世
紀末にいたるスイスと帝国との関係を、スイス内の多
様な勢力の中から選択した７類型11事例の研究に基づ
いて考察する。各類型とその事例をⅠ～Ⅶと①～⑪で
挙げれば、Ⅰ．いくつかの邦が保護フォークトになっ
ている聖界の帝国諸侯領（①属邦であるザンクト・ガ
レン修道院領と②図１のシュヴィーツ領域の中に位置
するアインジーデルン修道院領）、Ⅱ．帝国司教領（③
グラウビュンデン領域の中に位置するクール司教領）、
Ⅲ．属邦である帝国都市（④ザンクト・ガレン市と⑤

ロットヴァイル市、⑥邦によって半ば陪臣化された二
つの小帝国都市、チューリヒ領域のラッパースヴィル
市とトゥールガウのシュタイン・アム・ライン市）、Ⅳ．
主権表明をした都市邦 ― ここには、フリブールを除
く都市邦が含まれる ― である帝国都市（⑦チューリ
ヒ市）、Ⅴ．主権表明をする都市邦によって統治され
た俗界の帝国諸侯領（⑧チューリヒ領域に包含される
キーブルク伯領）、Ⅵ．帝国直属の裁判共同体で、主
権表明をしていない邦 ―ここには、６つの農村邦と
フリブールが含まれる―（⑨アペンツェル）、Ⅶ．多
様な支配権が交錯する地方（図１で共同支配地とされ
ている⑩トゥールガウと⑪ボーデン湖に注ぐライン渓
谷左岸の聖・俗支配領）である20）。
　マルクヴァルトの考察対象の選考で特徴的なのは、
誓約同盟の構成要素のうち、中核をなす邦に比べて属
邦からより多く選び、また、従来考察の対象に選ばれ
ることが少なかった聖・俗の帝国諸侯領や共同支配地
からも選んでいることである。また、地域的には、もっ
ぱら中部と東部から選び、西部からは選んでいないこ
とである。たしかに、従来考察されることの少なかっ
た対象にも視野を広げていることは特質として評価し
うるのであるが、誓約同盟の中核をなす邦を軽視し、
地域的にも偏りがあることには、後述するように、マ
イセンが批判を浴びせることになる。
　事例研究の要点は、以下の通りである。
　Ⅰの①のザンクト・ガレン修道院長は、1451年から
４邦の保護フォークタイの下にあり、1667年からは誓
約同盟会議の出席・票決権も得る一方で、帝国諸侯で
あることを止めず、フランス革命期まで、皇帝による
授封・特権確認と皇帝への誠実宣誓、帝国議会への出
席を継続した。また、院長は、その支配下にあったア
ペンツェルを誓約同盟が邦として受け入れたときや修
道院の世俗化を宗教改革派の保護フォークトが迫った
とき、第２次フィルメルゲン戦争で宗教改革派諸邦か
らの攻撃が強まったときなど、その支配が脅かされる
とき、皇帝への依存を一層強めた。院長は、スイスと
帝国の間でバランスを取る、いわば、「スイスのズボ
ンとシュヴァーベン（＝帝国）のズボンを気候に合せ
て履き替える」政策を採った。②のアインジーデルン
修道院長も、シュヴィーツ邦の保護フォークタイの下
にある一方で、皇帝による特権確認と皇帝への誠実宣
誓を継続し、帝国諸侯であるとの自己理解を維持し、
18世紀始めに新築した修道院を帝国の表象で装飾する
のも忘れなかった。Ⅱの③のクール司教も、1498年以
降７邦と緩やかな友好協定を結ぶ一方で、皇帝による
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授封・特権確認を継続し、帝国議会とクライス会議で
活発に活動し、帝国最高法院の管轄にも服した。①、②、
③の修道院領・司教領は、ナポレオンの軍事力を背景
にヘルヴェティア共和国が樹立されるまで、主権の表
明を行わなかったのである。
　Ⅲの④のザンクト・ガレン市は、1454年に６邦と援
助同盟を締結して、属邦の一つとなる。たしかに、シュ
マルカルデン戦争期（1546−47）以降、帝国議会・ク
ライス議会への不参加、帝国税の不払いなどに見られ
るように、積極的な帝国政策から撤退し、1660年以降
は、皇帝に特権確認を求めることも止めてしまうので
あるが、その帝国帰属意識が薄れることはなかった。
流血裁判権の行使者が帝国フォークトと自称し、刑法
等に帝国法を継受し、貨幣に帝国表象を施し、都市貴
族が皇帝に爵位を求めることを止めなかったのであ
る。その背景として、ザンクト・ガレン修道院長の支
配からの解放を帝国の自由に基づいて達成できたこ
と、主要産品、麻織物の販売と穀物の購入で帝国のシュ
ヴァーベン地域と密接な関わりがあったことを指摘す
ることができる。⑤のロットヴァイル市は、1519年に
全13邦と同盟して属邦となるが、シュヴァーベン地域
を管轄する皇帝の宮廷裁判所が所在していることも
あって、帝国の諸機関に全面的に関与しつづけた。帝
国議会へ頻繁に出席し、シュヴァーベン・クライスに
属し、帝国税・クライス税も律儀に支払ったのである。
同市は、ザンクト・ガレン修道院長と同様、「スイス
のズボンとシュヴァーベンのズボンを気候に合せて履
き替える」政策を採っていたが、30年戦争中、カトリッ
ク派の皇帝軍によって宗教改革派諸侯とフランスの占
領から解放されると、13邦のうちカトリック諸邦だけ
を指向するとともに、帝国への統合を強めた。⑥の内、
ラッパースヴィル市は1464年に４邦と、シュタイン・
アム・ライン市は1484年に１邦と保護同盟を結んだ極
小の帝国都市である。両市とも、18世紀末まで、保護
邦からの介入が強まる時に、帝国直属であることを掲
げて抵抗した。④，⑤，⑥の帝国都市も、ヘルヴェティ
ア共和国が樹立されるまで、主権表明を行わなかった
のである。
　Ⅳの⑦のチューリヒ市は、他の都市邦と同様、主権
表明を行った。その表明は、1654年以降、市民が毎年
宣誓する都市基本法から帝国に関わる文言が削除され
たこと、1698年に新築された参事会会館等の公共建築
物から帝国の表象が撤去されたこと、1713年以降、市
民が宣誓する文書で、同市が、皇帝の恩恵でなく、神
の恩恵で自由にされたと謳われたことなどに認められ

る。ただし、その主権概念が、ボーダンのそれからず
れて、帝国直属とか流血裁判権とか領邦君主権相当と
かの伝統的な概念と重ねあわせて理解されていたこと
に留意しなければならない。
　Ⅴの⑧のキーブルク伯領は、1452年にハプスブルク
家からチューリヒ市に入質され、チューリヒ市が派遣
するラントフォークトによって統治された。しかし、
チューリヒ市に統治されてからも、同伯領が、帝国伯
領という公法上特別な存在であることを止めたわけで
はない。それは、当地のラントフォークトが主宰する
流血裁判でカール５世の刑事裁判令が一定の役割を果
たしたこと、チューリヒ市の主権表明後も、市門や裁
判所等の公共建築物で帝国の表象が維持されたことに
現れている。
　Ⅵの⑨のアペンツェルは、元来ザンクト・ガレン修
道院の支配領であったが、15世紀始めから繰り返され
た反乱を通じて修道院の支配を脱し、1466年には流血
罰令権も付与されて、帝国直属の裁判共同体となる。
同邦は、ウェストファリア条約後も主権の表明をおこ
なわず、帝国への帰属意識を持ちつづけた。それは、
帝国の表象が参事会会館や教会祭壇に掲げられたこ
と、流血裁判の主宰者が帝国フォークトと名乗ったこ
と、皇帝をカトリック教会の保護者と認識したことな
どに見ることができる。
　Ⅶの⑩のトゥールガウでは、諸邦が、1460年のオー
ストリア公に対する教会罰の執行と1499年のシュ
ヴァーベン戦争に参加した結果、ラントフォークタイ
とラント裁判所を獲得した。通説は、図１に示されて
いるように、トゥールガウ全域が諸邦の共同支配地に
なったかのように理解しているが、それは正しくない。
ラント裁判所が管轄した区域はトゥールガウの面積の
16%を占めるに過ぎず、その他は、流血罰令権も付与
されているコンスタンツ司教領、ザンクト・ガレン修
道院領、チューリヒが質保有するキーブルク伯領、コ
ンスタンツ市領、ザンクト・ガレン市領等が占めてい
るのである。そして、これらの上級裁判権者の下で下
級裁判権を行使する者には、皇帝から帝国フライヘル
の称号を与えられた騎士層が多く、彼らは、帝国騎士
カントンに類似する、自立的な裁判領主会議に結集し
ていた。すなわち、トゥールガウは、スイスが支配す
るラント裁判所の管轄区域だけからなっていたのでは
なく、それと皇帝・帝国に強い係わりを持つ聖界諸侯
領や都市領、帝国騎士カントン類似の団体との連合体
であった。⑪の、通説で全域が共同支配地とされてい
る地域も、スイスの諸邦が購入や占領を通じて獲得し

ウェストファリア条約以後のスイスと帝国
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た領域（共同支配地）と皇帝から流血裁判権を付与さ
れたザンクト・ガレン修道院長やプフェファース帝国
修道院長、ハルデンシュタイン帝国フライヘル等が支
配する領域との連合体であった。
　以上の事例研究に基づいて、マルクヴァルトは、ウェ
ストファリア条約後もフランス革命に始まる全ヨー
ロッパ的変革までは、スイスで主権（完全に無制約な、
国家的全権という近代的意味でのそれ）が確立されな
かった、と総括する。たしかに、チューリヒで主権が
表明されてはいるが、その主権とは、帝国直属等の
伝統的術語の意味合いを込めて使われたのであるし、
チューリヒ以外では、その表明自体がなかったからで
ある。
　この総括に対して、マイセンは、次のように批判し
ている21）。「マルクヴァルトの個別研究は、誓約同盟
の完全資格の構成員、13邦を論じていない。裁判共同
体のアペンツェルと元来は帝国都市であったチューリ
ヒ―その明らかな主権表明をマルクヴァルトは大方無
視している のであるが―を除けば、せいぜい劣格の
構成員である属邦を論じているに過ぎない。マルク
ヴァルトの著書では、若干の属邦に妥当する知見がな
ぜ全誓約同盟に妥当しなければならないのか、また、
ボーダンの主権論が言語的理由からも17世紀始めに広
まった西部地域 ― 諸属邦とベルンのような完全成員
資格の邦 ― がなぜ姿を見せないままなのかが、ほと
んど説明されていない。」、と。

４．おわりに

　マイセンとマルクヴァルトの研究には、いくつか対
照的なところがある。まず、対象に関して、前者が、
スイス全域の、全ての邦と属邦を網羅するのに対して、
後者は、中・東部の、邦と属邦に限らない多様な類型
の勢力の中からいくつかの事例を選択している。ま
た、方法に関しては、伝統的な国家観から近代的なそ
れへの移行過程について、前者が、二項対立的な諸要
因（西か東か、フランス語圏かドイツ語圏か、強大か
弱小か、都市か農村か、都市貴族制かツンフト制・ラ
ンツゲマインデ制か、宗教改革派かカトリックかなど）
を挙げて、多角的に分析するのに対して、後者は、各
事例の中に伝統的な国家観の残存を探索することに焦
点を絞っている。この方法上の対照に規定されて、結
論も対照的である。すなわち、近代的な国家観への移
行について、前者が、多様性を考慮して、漸進的に移

行したとするのに対して、後者は、多様性を重視せず、
フランス革命の影響によって一斉かつ急速に移行した
とするのである。
　たしかに、マルクヴァルトの研究に、マイセンが批
判しているように、事例の選択で地域上も類型上も偏
りがあることは、否定できない。また、伝統的な国家
観と近代的な国家観がせめぎあっている全体状況に
あって、各事例の中に、両者のせめぎあいの実態を究
明するのではなく、前者の残存だけを探索するという
方法にも、問題がある。しかし、その一方で、マルク
ヴァルトが、従来考察されることがまれであった、現
在のスイス領内に存在した多様な勢力にも視野を広げ
て、スイスと帝国との関係について新たな知見を加え
たことは、評価しなければならない。
　このような対照性にも拘わらず、また、農村邦にお
ける主権表明の有無などで認識の相違もあるが、両者
とも、ウェストファリア条約後のスイスにみられた帝
国の理念・表象への執着、主権表明の回避という保守
主義の根拠として、邦・属邦と帝国との私的、公的関
係が随所に存在し、帝国帰属意識が極めて強固に根づ
いていたことを挙げるのであり、ウェストファリア条
約によって諸邦に主権が認められ、スイスが帝国から
法的にも独立したとする通説に対して批判的である。
　以上のように、マイセンとマルクヴァルトは、ウェ
ストファリア条約による法的独立という通説に対し、
少なくない事例の研究に基づいて、立ち入った批判を
加えた。その批判には、一概には否定できない説得力
がある。もはや、個別研究に基づく反批判もなしに、
通説を振り回すだけでは通らないであろう。
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The Relation Between the Swiss Confederacy and 
the Holy Roman Empire after the Peace of Westphalia

Shinichi　Yanagisawa

︿Abstract﹀
　　The commonly accepted theory reduces the independence of the Swiss Confederacy to seemingly 
decisive dates: separation de facto through the Swabian War of 1499 and separation de jure through the 
Peace of Westphalia in 1648. In recently published and remarkable books, T.Maissen and B.Marquardt 
have reviewed the relation between the Swiss Confederacy and the Holy Roman Empire after 1648. 
Maissen proves that even after 1648, the concept of sovereignty or republic, which is closely related 
to the concept of independence, was not received simultaneously within Switzerland, but slowly in 
the following century lasting until about 1750 and gradually from the west, strong, urban, patrician 
and Protestant cantons or associate members to the east, small, rural, communal and Catholic cantons 
or associate members. He indicates the strong presence of public and private relations between 
Switzerland and the Empire as the basis of the gradual process. Marquardt limits the subject of his 
research to cantons, associate members and common lordships in the central and eastern part of 
Switzerland. He insists that until the European reform after the French Revolution, not only associate 
members and common lordships did not declare sovereignty at all, but neither did cantons strictly. 
He insists, in contrast to Maissen, that the concept of sovereignty was received simultaneously. But 
he indicates, in common with Maissen, the survival of relations with the Empire as the basis for 
conservatism to keep away from manifesting sovereignty until the Revolution.
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